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ヒグマに遭遇しないためには…
・新聞やテレビの情報に注意する
・一人では野山に入らない
・薄暗いときには行動しない
・ヒグマ出没の看板設置場所や国有林の
立入禁止場所には入らない

・ヒグマの足跡やふんを見つけたら直ち
に引き返す

・ごみは必ず持ち帰る

ヒグマに注意 !
令和 6 年度も市内の盤尻の山林でクマ令和 6 年度も市内の盤尻の山林でクマ
の目撃情報がありました。の目撃情報がありました。
ヒグマは、人が捨てた弁当などの残飯ヒグマは、人が捨てた弁当などの残飯
に集まる習性があります。山菜取りなに集まる習性があります。山菜取りな
どで山に入林する場合は、ラジオなどどで山に入林する場合は、ラジオなど
音のなるものを携帯し、弁当などの生音のなるものを携帯し、弁当などの生
ごみは持ち帰るようお願いします。ごみは持ち帰るようお願いします。

問合せ先
脱炭素推進課（☎33-3131内線1141）

油などが川に流出しているのを見つけたときはすぐに連絡ください！
一刻も早い通報が、被害の拡大をくい止めます

問合せ先　　脱炭素推進課（☎33-3131 内線1141）

などの流出事故から
                    川を守りましょう

灯油のホームタンク・
車の整備不良などによる油漏れに注意！

油

廃油を雨水ますに捨ててはいけません！
・雨水ますや道路側溝に流れた油は川を汚染します
・廃油は種類（エンジンオイル、食用油など）に応じて適切に
  処理しましょう

灯油のホームタンク・車の整備不良をチェック！
・経年劣化などでホームタンクや給油管にさびや穴がないか
・草刈りなどの際に誤って灯油配管を傷つけていないか
・車の事故などで油漏れが発生していないか

流出事故を起こしてしまうと、油除去のための費用は原因者が負担す
ることになります。注意ください。
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子ども・子育て  　　▼
教育相談

日時　4月23日㈬10時～16時
会場　市民会館市民相談室
対象　市内に住む小・中学生、高
校生およびその保護者
相談員　担当校のスクールカウン
セラー
申込期限　4月22日㈫
問合せ・申込先　教育支援課（☎
33-3131内線1632）

募集 ▼
花のまち並み推進事業助成金
対象　市内道路の
植樹ます・植樹帯
および公園花壇
に花苗を植栽す
る活動に取り組
む町内会、団体
助成金　花苗など
の購入金額の2分の1以内
限度額　40万円　※公園▶1面あ
たり2万円（今年度から公園花壇
が対象になりました。詳しくは

問い合わせください）
問合せ・申込先　花と緑・観光課
（☎ 33-3131内線2526）

青少年育成事業補助金審査会委員の募集
募集内容

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
募集期限　4月17日㈭　※必着
応募先　郵送▶〒061-1498 新町
10／メール▶ syakaikyouiku@
city.eniwa.hokkaido.jp

問合せ先　社会教育課（☎33-3131
内線1714) 

女性人材登録募集
市の政策や方針に女性の意見を
反映させるため、付属機関などに
参加する女性、団体を募集してい
ます。「女性人材登録」を行うと、
付属機関などの委員改選の際に、
候補の対象となります。
申込方法　申込書に記入のうえ申
込先に提出　※申込書は申込先
窓口または市ホームページから
ダウンロード
問合せ・申込先　総務課（☎33-
3131内線2215)

【令和7年国勢調査】調査員の募集
今年の10月１日を基準日として
実施される国勢調査の調査員を募
集しています。国勢調査は日本に
住む全ての人を対象に、5年ごと
に行われる国の最も重要な統計調
査で、調査員は担当地区の全世帯
に調査書類を配布し、回収を行い
ます。
調査員の仕事は、所定の勤務時

内容

募集人数 1人

任　　期 委嘱の日～令和9年3月31日　    

内　　容 審査委員会への出席（年1回程度、6月開催予定）

応募資格

・市内に居住または通勤・通学
  している 20 歳以上の人
・青少年育成事業に造詣が深い
  人
・他の付属機関および協議会の
  公募委員となっていない人

応募方法

青少年育成事業などについての
意見、志望動機を800字程度に
まとめ、住所・氏名・性別・生年月
日・職業・電話番号を明記のうえ、
持参・郵送・メールのいずれかに
て提出　※応募多数の場合は、
選考により決定
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猫の放し飼い、
野良猫へのえさやり

問合せ先　脱炭素推進課（☎ 33-3131 内線1141）

猫の放し飼いなどによる行為によって、
市に多くの苦情が寄せられています。

■主な内容
・近所の敷地にふん尿をして悪臭がでる
・家庭菜園を荒らしたりふん尿をされる
・車のボンネットを傷つけられた
　猫を飼っている人は、放し飼いをせず、
「家の中で飼う」ようにしてください。
　また、野良猫にえさを与えると、その場
所に住みついてしまいます。そうすると、
ふん尿だけでなく悪臭やアレルギーなどの
問題も発生します。絶対にえさを与えない
ようにしましょう。
　市内には野良猫を捕獲し、不妊去勢手術
を施して元の場所に返す TNR活動を行っ
ている人がいます。不妊去勢手術した猫は、
耳先がV字の形にカットされているのが
特徴です。

愛犬を飼っているみなさんへ

飼い犬の登録はお済みですか？

 ふん尿の後始末を
 きちんとしましょう！

・狂犬病予防法により、犬の飼い主は・狂犬病予防法により、犬の飼い主は
市町村で犬の登録が必要です。市町村で犬の登録が必要です。

・飼い始めたときに一度登録すれば、更・飼い始めたときに一度登録すれば、更
新の必要はありません。ただし、引っ新の必要はありません。ただし、引っ
越しをしたときや犬が死亡したとき越しをしたときや犬が死亡したとき
は、届け出が必要です。は、届け出が必要です。

・狂犬病予防注射は年1回の接種が義・狂犬病予防注射は年1回の接種が義
務付けられています。最寄りの動物務付けられています。最寄りの動物
病院で受けてください。病院で受けてください。

・散歩中にふんをしてしまった場合は、・散歩中にふんをしてしまった場合は、
必ず持ち帰りましょう。尿も放置せ必ず持ち帰りましょう。尿も放置せ
ず、ペットシーツで吸い取るほか、ず、ペットシーツで吸い取るほか、
水や消毒液などで洗い流しましょう。水や消毒液などで洗い流しましょう。

・飼い犬が他人に危害を加える事故の
防止や、交通事故に遭うなどの危険
を防ぐために、公共の場では必ずリー
ドにつなげましょう。

犬の飼育などについては条例があり
ます！ 違反者には罰則が規定されて
いますので注意ください！

・飼い主が気にならないような鳴き声・飼い主が気にならないような鳴き声
でも、近所では迷惑している可能性でも、近所では迷惑している可能性
があります。しつけなどによって改があります。しつけなどによって改
善に努めましょう。善に努めましょう。

無駄吠えをさせないように
しましょう！

一部の飼い主のマナーに欠けた行為が原因で、市には多くの苦情が寄せられ一部の飼い主のマナーに欠けた行為が原因で、市には多くの苦情が寄せられ
ています。周囲に迷惑がかからないよう、しっかりとルールを守りましょう。ています。周囲に迷惑がかからないよう、しっかりとルールを守りましょう。

散歩の時はリードに
つなげましょう！

やめよう
！
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間はなく、決められた期間内に調
査活動をすればよいため、スキマ
時間を活用しての兼業も可能で
す。
任期　9月上旬～ 10月下旬
報酬　1調査区担当▶46,000円程
度、2調査区担当▶86,000円程
度　※1調査区当たり50～70世
帯程度
資格　次のすべてに該当する人①
責任をもって調査事務を遂行で
きる人で、原則20歳以上の人（面
接で適性を認められれば、18歳
以上可）②守秘義務を厳守でき
る人③警察や選挙に直接関係の
ない人④暴力団員その他の反社
会勢力に該当しない人
申込方法　電話、
メール、 Q R
コード（申込後、
簡単な面接を行
います）
その他　詳しくは、市ホームペー
ジを確認
問合せ・申込先　企画課（☎33-
3131内線2344/ﾒｰﾙkikaku@city.
eniwa.hokkaido.jp)

 恵庭市公営企業経営審議会委員の募集
募集内容

表
表
表
表
表
表
表

表
表
表
表
表

募集期限　4月25日㈮　※必着
応募先　持参▶第2庁舎2階(京町
85-2)／郵送▶〒061-1498 京町
1／メール▶keieikanri@city.
eniwa.hokkaido.jp

問合せ先　経営管理課（☎33-3131
内線5841) 

学校給食協会職員募集（パート）
職種　①午前パート業務員（食材
検収・清掃など）②午前パート
調理員（給食調理など）③午後
パート
調理員
（食器洗
浄など）
④補充
配膳員
（学校で
の配膳、下膳など）
募集人数　①～③各1人④ 2人
賃金　①～③時給1,040円（試用期
間 6カ月間1,010円）④時給 1,
010円
処遇　通勤手当あり
その他　詳細はホームページで確
認
問合せ・応募先　
（一財）恵庭市学校
給食協会（〒061-
1433北柏木町3-129
/☎ 32-6620）   

内容

募集人数 3人程度

任　　期 7月1日～令和9年6月30日　    ※審議会は年数回の開催予定

内　　容 水道事業・下水道事業の施策、経営、料金などについての審議

応募資格

・市内に居住または通勤・通学
  している18 歳以上の人で、平
  日の審議会に出席可能な人
・他の付属機関および協議会の
  公募委員となっていない人

応募方法

水道事業・下水道事業の施策、
経営、料金などについての意見
を400字程度にまとめ、住所・氏
名・性別・生年月日・職業・電話
番号を明記のうえ、持参・郵送・
メールのいずれかにて提出　
※応募多数の場合は、選考によ
り決定

▲申込先


